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平成24年１月26日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関

する調査

○その他報告事項

・本県の医師の状況について

・宮崎県高齢者保健福祉計画（素案）に対する

県民等からの意見について

・第３期宮崎県障害福祉計画の策定について

・平成24年度以降の子どものための手当制度等

について

出席委員（８人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 中 村 幸 一

委 員 井 本 英 雄

委 員 十 屋 幸 平

委 員 清 山 知 憲

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 太 田 清 海

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

福祉保健部次長
田 原 新 一

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
橋 本 憲次郎

(保健･医療担当)

こども政策局長 村 岡 精 二

部 参 事 兼
阿 南 信 夫

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 緒 方 俊

薬 務 対 策 室 長 岩 﨑 恭 子

国保・援護課長 永 友 啓一郎

長 寿 介 護 課 長 大 野 雅 貴

障 害 福 祉 課 長 野 﨑 邦 男

就 労 支 援 ・
中 西 弘 士

精神保健対策室長

部 参 事 兼
船 木 浩 規

衛 生 管 理 課 長

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感染症対策室長 日 高 政 典

こども政策課長 川 野 美奈子

こども家庭課長 古 川 壽 彦

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

ただいまから厚生常任委員会を○黒木委員長

開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○黒木委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

本委員会への報告事項について説明を求めま

す。なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて
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終了した後にお願いいたします。

おはようございます。福○土持福祉保健部長

祉保健部でございます。本年もどうぞよろしく

お願いいたします。

それでは、お手元の厚生常任委員会資料の表

紙をめくっていただきまして、目次をごらんい

ただきたいと思います。本日の説明事項でござ

いますが、そこに掲げております、１点目が本

県の医師の状況について、２点目が宮崎県高齢

者保健福祉計画（素案）に対する県民等からの

意見について、３点目が第３期宮崎県障害福祉

計画の策定について、４点目が平成24年度以降

の子どものための手当制度等についての以上４

件でございます。それぞれ担当課長に説明させ

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます。

それでは、本県の医師の○緒方医療薬務課長

状況について御説明をいたします。

委員会資料の１ページをお開きください。今

回の御報告は、厚生労働省が平成22年12月末現

在で実施いたしました「医師・歯科医師・薬剤

師調査」の結果が発表されましたことから、そ

の概要を御報告するものでございます。

まず初めに、１の県内医師数の推移でありま

す。県内の医師数は年々増加をしておりまし

て、平成22年12月末現在で2,653人となってお

り、平成20年と比較をいたしますと51人、2.0％

の増となっております。全国は2.9％増加してお

りまして、増加率では全国をやや下回っている

状況でございます。

次に、２の人口10万人当たりの医師数の推移

であります。人口10万人当たりの医師数は233.7

人で、全国の230.4人を上回っております。また

全国の順位では24位となっておりまして、前回

の22位からやや順位が下がっている状況にござ

います。

２ページをお開きください。３の平均年齢の

状況であります。平成22年における県内の医師

の平均年齢は男性が52.4歳、女性が42.8歳と

なっており、全体では50.9歳で、全国平均

の49.1歳より1.8歳高くなっておりまして、高齢

化が進んでいる状況がございます。

４の年齢構成の状況を見てみますと、本県で

は、40歳代から50歳代の医師の割合を見ていた

だきますと、全国に比べて高い状況が出ており

ます。逆に20歳代から30歳代の医師の割合が低

くなっております。また、20歳代及び30歳代の

医師数の経年変化を見てみますと、年々減少し

ておりまして、特に20歳代は平成12年と比べ約

４割の減少となるなど、本県においては臨床研

修医等の若手の医師が全国に比べて不足してい

るという現状が見てとれる結果となっておりま

す。

３ページをお開きください。宮崎大学医学部

における本県出身者の状況であります。表にあ

りますとおり、平成17年度の宮崎大学医学部へ

の本県出身入学者の割合は16％でしたけれど

も、平成18年度からは地域枠の導入等によりま

してその割合が３割程度となり、今年度は45

名、４割を超えるまでになったところでござい

ます。また、県内の臨床医師の推移を見てみま

すと、下の表でございますけれども、今年度県

内の医療機関で研修をしている臨床研修医は、

自治医科大学も含め29名と非常に厳しい状況で

ございましたけれども、来年度は69名が臨床研

修を本県で開始する予定となっておりまして、

やや明るい兆しは出てきております。

４ページをごらんください。次に、５の性別

の状況であります。平成22年における男性医師

は2,240人で全体の84.4％、女性医師は413人で
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全体の15.6％となっております。平成12年と比

べますと、男性医師が69人、3.2％増なのに対し

まして、女性医師は144人、53.5％の大幅増と

なっております。また、年齢別に見ますと、20

歳代の女性医師の割合は40.0％、30歳代で

は28.2％と、年齢が若くなるにつれて女性医師

の割合が高くなっております。今後、女性医師

の対策が求められているという状況が見てとれ

るところでございます。

なお、右の５ページにありますように、無職

医師の状況は、45人でございまして、そのうち

無職の女性医師は前回と同じ６名となっており

ます。

６ページをごらんください。従業形態別の状

況でございます。平成22年における病院・診療

所の開設者等、いわゆる開業医と言われる方々

は754人で、平成12年と比べまして3.0％、22人

の増となっております。また、病院・診療所等

の勤務医は1,747人で、平成12年と比べまし

て11.1％、175人の増となっております。全体医

師数に対する開業医と勤務医の割合を見ます

と、平成22年と平成12年とも、開業医が約30

％、勤務医は65％ということで、大きな変化は

ないというような結果となっております。

７ページをごらんください。７の診療科別医

師数であります。医療機関に従事する診療科別

の医師数につきまして、人口10万人当たりで全

国と比較をいたしますと、まず、内科系の医師

でございますが、平成18年までは全国を上回っ

ていましたけれども、平成20年から全国を下回

る結果となっております。外科系医師は継続し

て全国平均を上回っております。小児科系医師

は、人数は徐々にふえてはおりますけれども、

全国を下回っている状況にあります。また、産

婦人科系医師は、全国を上回ってはいますけれ

ども、医師数はほぼ横ばいの状況にあります。

８ページをごらんください。８の医療圏別医

師数の状況についてでございます。平成22年の

医師数を２次医療圏別で見ますと、宮崎東諸県

医療圏が1,427人で、県内の半数以上の医師が同

医療圏に集中しておりまして、人口10万人当た

りの医師数で見ましても、全国平均を上回って

いるのは同医療圏のみとなっているなど、医師

の地域偏在が見られる状況になっております。

平成12年と比較をしますと、人口10万人当たり

の医師数は、日向入郷医療圏以外の医療圏では

増加しているところでございますが、実数は、

日向入郷、西都児湯、日南串間及び西諸医療圏

で減少している状況にあります。下の表は、参

考までに、単位面積当たりの医師数であります

医師密度を示しておりますけれども、面積当た

りで見ましても、宮崎東諸県医療圏に医師が偏

在していることが見てとれます。

９ページをごらんください。９の医療圏別・

診療科別医師数の状況でございます。各診療科

ともやはり宮崎東諸県医療圏に半数以上の医師

が集中している状況にあります。また、小児科

系では日向入郷、日南串間及び西諸医療圏で、

産婦人科系は、それに加えまして西都児湯医療

圏で医師数が１けたとなっておりまして、なお

厳しい状況が続いている状況にありまして、今

後とも一層の取り組みが必要と考えているとこ

ろでございます。

説明は以上でございます。

長寿介護課からは、宮崎○大野長寿介護課長

県高齢者保健福祉計画（素案）に対する県民等

からの意見について御報告させていただきま

す。

常任委員会資料の11ページをお開きくださ

い。今年度策定に取り組んでおります宮崎県高
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齢者保健福祉計画については、前回の常任委員

会におきまして、素案という形で説明をさせて

いただいたところでございます。今回その素案

につきまして、１、意見募集の実施概要のとお

り、パブリックコメントを実施いたしたところ

でございます。

まず、（１）募集期間でありますが、平成23

年12月12日から24年１月11日までの１カ月間で

ございます。（２）閲覧場所でございますが、

県ホームページや各福祉こどもセンター等の県

の機関に設置したところでございます。（３）

周知方法ですが、県ホームページのほか、ラジ

オや新聞等で周知したところでございます。

（４）募集結果ですが、問い合わせはいろいろ

ありましたものの、残念ながら御意見をいただ

くというところまでは至りませんでした。

次に、２、計画策定委員会の委員からの意見

等についてでございます。表がございまして、

左側に委員からの意見の要旨、右側に考え方・

対応を掲載しております。表内の１つ目の丸、

居宅療養管理指導につきましては、医師、歯科

医師、薬剤師等に加えて、管理栄養士も記載し

てほしいとの御意見がございましたので、歯科

衛生士、保健師、看護師、准看護師、管理栄養

士も記載することとしたところでございます。

次に、２つ目の丸の介護サービス基盤の整備

について、支援、指導、助言の文言が多く、具

体性に乏しいとの意見をいただきましたが、介

護保険の保険者は市町村であり、県の役割とし

ては指導・助言が中心になるところでございま

すので、御理解をいただきたいとしたところで

ございます。

次に、３つ目の丸、福祉人材の確保につい

て、県として対策を講じるべきではないかとの

御意見をいただき、計画案の「人材の確保及び

養成」の項目におきまして、福祉人材センター

等での人材確保及び養成等の施策を着実に推進

することにより、福祉職場への円滑な人材確保

や資質向上に取り組んでいくことを記載してい

るところでございます。

次に、４つ目の丸、介護保険の苦情処理につ

いて、どのような苦情が多いのか、また、どこ

がどのように対応しているのかという御質問を

いただきました。これについては、計画案のサ

ービス情報の提供及び苦情処理の項目におきま

して、宮崎県国民健康保険団体連合会が介護保

険制度上の苦情処理機関となっていることを記

載したところでございます。さらに、相談体制

の充実の項目におきまして、地域包括支援セン

ターや宮崎県高齢者総合支援センター等の相談

窓口についても記載しているところでございま

す。なお、苦情の内容につきましては、介護サ

ービス、利用料、ケアプランに関する苦情が多

くなっているところでございます。

次に、５つ目の丸、介護保険施設に対する災

害対策についてでありますが、計画案の「災害

時の支援体制の充実」の項目におきまして、介

護保険施設等の防災対策について記載をしてい

るところでございます。

最後に、６つ目の丸、老人クラブ活動への支

援についてでありますが、計画案の「生きがい

づくりの支援」の項目におきまして、老人クラ

ブへの加入促進を支援することにより、活動の

一層の活性化を図っていくことを記載している

ところでございます。

委員からの意見等とその対応については以上

のとおりでございます。

本日、別冊 ちょっと分厚いほうの冊子で―

ございますが 「宮崎県高齢者保健福祉計画―

（案）」をお配りしておりますが、このような
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意見等を踏まえて取りまとめたものでございま

す。なお、この中におきまして、各介護サービ

スの必要量の見込みを記載しておるんですが、

前回御説明した素案の際には県全体の数値のみ

をお示ししておりましたが、今回の計画案にお

きましては、福祉圏域別に数値を記載しておる

ところでございます。

恐れ入りますが、計画案の40ページをお開き

いただきたいと存じます。40ページから記載し

てございまして、まず、居宅サービスの必要量

の見込みが40ページから41ページ、施設・居住

系サービスについては43ページ、地域密着型サ

ービスにつきましては48ページ、介護予防サー

ビスについては56ページに記載しております。

後ほど御参照いただけたらと存じます。この数

値につきましては大きな変更はないと思われま

すけれども 国における介護報酬の改定が実―

はけさの新聞で載っておったわけでございます

が 介護報酬の改定が出ましたことから、今―

後ちょっとした調整が必要になってくるという

ぐあいに考えております。ということで、この

数値については大きな変更はないと思います

が、暫定値ということで掲載させていただいて

おりますので、御了承いただきたいと存じま

す。

なお、今後の予定でございますが、まず、庁

内に設置しております高齢者対策推進会議での

協議を経た上で、２月定例県議会に議案として

上程させていただくことにしておりますので、

よろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます。

障害福祉課からは、第３○野﨑障害福祉課長

期宮崎県障害福祉計画の策定について御説明を

いたします。

厚生常任委員会資料の13ページをお開きくだ

さい。

まず、１の策定の理由についてであります。

県障害福祉計画は、障害者自立支援法に基づ

き、障がい福祉サービスの提供体制を確保する

ための方策等について定めているものでありま

すが、今年度末をもって第２期計画の計画期間

が満了することに伴い、平成24年度からの新た

な第３期計画を策定するものであります。

次に、２の計画の位置づけについてでありま

す。本県では、障害者基本法に基づきまして、

本県の障がい者施策に関する基本的な計画とし

て県障害者計画を策定しておりますが、今回策

定いたします計画は、この県障害者計画におい

て障がい福祉サービスの整備等に係る実施計画

として位置づけられております。

次に、３の計画の概要についてであります。

まず、（１）の計画期間につきましては、平

成24年度から平成26年度までの３カ年でありま

す。次に、（２）の計画に定める主な内容につ

いてであります。１つ目としまして、アに記載

しておりますように、例えば障がい者施設から

地域生活へ移行する人数などの平成26年度末に

おける数値目標を設定いたします。２つ目とし

まして、イに記しておりますように、例えば訪

問系サービスや日中活動系サービスなど、障が

い福祉サービスの必要見込み量とその確保のた

めの方策について定めることとしております。

なお、障がい福祉サービスの必要見込み量につ

きましては、市町村計画の積み上げとなってお

ります。３つ目としまして、ウに記載しており

ますように、例えば発達障がいですとか高次脳

機能障がいといった専門性の高い事業に関する

実施計画など、県が実施する地域生活支援事業

に関する事項を定めることといたしておりま

す。
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最後に、４の策定スケジュールについてであ

ります。この計画につきましては、策定に当

たってのっとるべき国の基本指針が昨年の12

月27日になって示されるなど、国の通知関係が

非常におくれましたことから、大変短い期間で

の策定を余儀なくされているところでありまし

て、常任委員会の皆様への御報告も今の時期と

なってしまったところでございます。今後、１

月中に、各障がい保健福祉圏域におけるサービ

ス見込み量を調整した上で計画案を策定し、２

月に、県障害者施策推進協議会からの意見を聴

取するとともに、パブリックコメントを実施す

ることといたしております。本来ならば、常任

委員会におきまして計画案を御説明すべきとこ

ろではありますけれども、先ほど申しましたよ

うに時間的な余裕がないことから、委員の皆様

方には、計画案ができ上がり次第、計画を送付

させていただきまして、３月の常任委員会にお

いて内容について御説明を申し上げたいという

ふうに考えているところでございます。

なお、計画の策定につきましては、３月下旬

を予定しているところでございます。

説明は以上であります。

こども政策課からは、○川野こども政策課長

平成24年度以降の子どものための手当制度等に

ついて御説明いたします。

資料は15ページをごらんください。１の子ど

ものための手当制度の経緯についてでありま

す。

まず、表の１段目、平成21年度までの児童手

当ですが、支給対象は小学生まで、所得制限が

設けられ、３歳未満及び３歳以上の第３子以降

が月額１万円、それ以外は月額5,000円が支給さ

れるという制度でございました。その後、22年

３月に「子ども手当支給法」が成立し、平成22

年度から子ども手当がスタートいたしました。

表の２段目にありますように、子ども手当

は、支給対象を中学生までに拡大し、支給額は

一律月額１万3,000円、所得制限はなしとなりま

した。平成23年度の子ども手当につきまして

は、平成22年度の制度を半年間延長する法律、

いわゆるつなぎ法により６カ月延長されること

となり、平成23年度の後半につきましては、23

年８月に制度のあり方について３党合意がなさ

れ、その内容に基づいた特別措置法が施行され

たところです。

内容は、表の３段目になりますが、支給額が

見直されており、年少扶養控除廃止等による減

収を考慮しまして、３歳未満と３歳以上小学生

までの第３子以降を月額１万5,000円に増額し、

それ以外は月額１万円となっております。

次に、平成24年度以降の手当制度についてで

ありますが、児童手当法に所要の改正を行う形

で今通常国会に法案が提出される予定になって

おります。その内容は、支給対象、支給額と

も23年度後半制度の内容を引き継ぎ、新たに夫

婦と子供２人の世帯で年収960万円程度を目安と

した所得制限を導入するものです。なお、政府

案では、所得制限世帯に対し月額5,000円を支給

することとなっており、この所得制限世帯に対

する措置と手当の名称以外は、23年８月の３党

合意に沿ったものになっております。

また、それぞれの制度における県内支給額で

すが、児童手当時代は年額約90億円、23年度前

半期までの子ども手当は年額換算額で約234億

円、後半期の子ども手当は年額換算額で約204億

円となっており、県の負担額は平成23年度まで

はほぼ変わらず、年額約25億円となっておりま

す。これは、児童手当からの上積み拡充分は全

額国の負担となっており、児童手当に相当する
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部分についての負担割合にも変更がなかったた

め、負担増が生じなかったものであります。

平成24年度以降の手当制度の費用負担につき

ましては、中ほどの図をごらんください。現行

の子ども手当は、左側の図になりますが、従来

の児童手当に相当する部分について、事業主負

担以外の部分を国と地方が１対２の割合で負担

しております。24年度以降の見直し案は、右側

の図になりますが、制度全体を通して事業主負

担額を従来と同額とし、それ以外の部分を国と

地方が２対１で負担するというものです。この

見直し案は、当初23年11月に国から提案された

国と地方の負担割合を１対１とする案を、地方

６団体との協議を経て国が見直したものであり

ます。この見直し案により県の負担額について

試算しますと、年額約31億円となります。当初

の負担割合１対１で試算した場合、負担額は

約47億円でしたので、当初案より約16億円圧縮

されたものの、現行制度の約25億円からすると

約６億円の増額となる見込みであります。

次に、２の子どものための手当に関連した地

方増収分の取り扱いについて御説明いたしま

す。

今回の新たな子どものための手当の財源に関

連しまして、所得税、住民税の年少扶養控除の

廃止等に伴う地方増収分について、平成24年度

においての取り扱い案が国から提示されたとこ

ろであります。これは子どものための手当の地

方負担だけでなく、地方の自由度の拡大に合わ

せた一般財源化等にも活用されることとされて

います。

具体的には、年少扶養控除の廃止及び特定扶

養控除の縮減に伴う地方増収分5,050億円の充当

先として、子どものための手当の地方負担

に2,440億円、地方の自由度の拡大に合わせた国

庫補助金の一般財源化等に1,841億円、減収補て

ん特例交付金の振りかえに500億円、暫定的対応

として特定疾患治療研究事業の地方超過負担の

財源として269億円となっております。

なお、費用負担のあり方及び地方増収分の取

り扱いにつきましては、平成23年12月の国と地

方６団体の協議の場において了承された内容で

はございますが、地方側からは、その前提とし

て地方交付税の確保について強く要望がなされ

たところであります。

説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました○黒木委員長

が、報告事項について質疑はありませんか。

今一番関心があります子ども手当○十屋委員

の制度のことですけど、中身についてはいろい

ろ報道もありましてわかるんですが、要は扶養

控除の廃止によって5,050億円が出てきたわけで

すけど、地方のほうに振り分けるようになって

いますが、実質的に宮崎県として25億円出して

いたものが31億にふえて、これが政府の話だと

還元するというような話なんですが、実質持ち

出しはふえていないのかというのをお聞きした

いんです。

委員が御指摘のとお○橋本福祉保健部次長

り、今回、マクロで、国全体でいいますと5,050

億、それに対して見合いの歳出ということで、

今の資料にありますように整理されているわけ

です。一方で、年少扶養控除の廃止に伴う宮崎

県における増収というものと実際の歳出という

のは、必ずしもバランスしないということに

なってまいります。ただ、頭の整理としまして

は、その分は税プラス交付税で、全体で宮崎県

分は確保されているというふうに、制度論とし

ては考えられるものですから、その分交付税が

入ってきているかと。実際の交付税額の算定は
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来年になりますので、今後しっかりそこを

チェックしていく必要はあろうかと。それが６

団体からの意見としても 最後に課長から申―

し上げましたように しっかりお願いしたい―

と、そういう発言につながっているというふう

に理解しております。

いつものパターンで、交付税算定○十屋委員

するといっていつも地方としては ６団体は―

県議会の議長会も入るわけですけれども、今、

次長が言われたように、課長もおっしゃいまし

たけれども、その部分を強く言っておかない

と、結局しわ寄せが地方に来るということにな

るんですね。だから、字面上は帳尻は合うんで

すけれども、そこのあたりをどういうふうに地

方としてチェックできるのかというのは非常に

悩ましいところかと思うんです。それは宮崎県

単独でどうこうするということはなかなか難し

いと思うんですが、やはり議長会としても言わ

なきゃいけないところだと思うので、知事会の

ほうからも強く言っていただいて確保していた

だくようにお願いしたいと思います。

それから、もう一つ、次に移りますけれど

も、障害者福祉計画の策定ですが、先ほど課長

は悩ましく、12月27日に案が出されて３月に計

画をつくると。非常に厳しい時間の中でつくっ

てこられるんですけど、現段階としては作業的

には進んでいるというふうに理解していいんで

すか。政府の方針が出る前から、部としては粗

くでも、ある程度いろいろと下の作業をやられ

ていたと。

一応ことしつくるという○野﨑障害福祉課長

予定になっておりましたので、各市町村に対し

ましても内々の作業といいますか、サービスの

見込み量の算定ですとかそういうものについて

は一応のお願いはしておりまして、12月中旬ご

ろまでには大体の市町村ごとの積み上げという

のは出てきているところでございます。あと、

ここに書いておりますように、県としては今

後、それを障がい保健福祉圏域ごとに過不足な

いように再度調整をしていくという作業が出て

まいります。現在のところ、鋭意計画をつくっ

ているという状況でございます。以上でござい

ます。

計画が出た段階で議会のほうに報○十屋委員

告があると思うんですけど、心配するのは、時

間がない中で急々に取り組むということで、抜

け落ちるところがないように十分に 忙しい―

でしょうけど じっくりとしっかりとした計―

画をつくっていただきたいというふうに思いま

す。

御指摘のとおり、抜けの○野﨑障害福祉課長

ないように、必要な量が確保できるよう計画を

つくってまいりたいと考えております。

質問は２つあるんですけれども、○清山委員

まず、医師の状況についてなんですが、県内の

ドクターはふえ続けているんですけれども、こ

れが現場の事情と乖離するというのは 数字―

のトリックがありますよね。平成22年まで医師

はふえ続けておりますけれども、４ページで、

平成22年と平成12年を比べて何がふえているか

というと、女性医師が53.5％の増加で男性医師

は3.2％。男性医師は70人ぐらいふえているんで

すけど、これはどこがふえているかという

と、80代のお医者さんが70人ふえていて、細か

く見ていくと純粋にふえている分は女性だけだ

と。80代の先生方がふえているような状況で

す。グラフにするとわかりやすいんですけれど

も、横軸に年齢をして縦軸に数をすると 歴―

史的にドクターの数は、日本の国内の歴史で３

段階ぐらいかけて医学部をふやしてきて、最後
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が１県１医大の昭和40年代で、それでがつんと

ふえたのが今の63歳、64歳ぐらいのドクターで

す。そうするとグラフ的にこういうボリューム

ゾーンになっていて、これがどんどん右にスラ

イドしていくわけです。しかし、生産年齢人口

という概念があるように、現役世代のドクター

の数のボリュームというのは一定の数に達して

いるわけだから、新しく毎年8,000人の医学部を

卒業していく人たちよりも亡くなっていくドク

ターの数が少ない以上は、全国的にふえていく

わけで、現役世代のドクターの数を高齢化率に

合わせてふやさないといけないですよね。

そうすると、高齢者保健福祉計画なんかのデ

ータを参考にすると、平成12年から平成22年ま

で高齢化率が20％から25％に５％増加してい

る。20から25％に増加しているけれども、特に

病院勤務医の先生方はほとんどふえていない。

６ページの勤務者の割合ですけれども、一番ふ

えているのは診療所の勤務の先生方とか開設者

であるんですが、病院勤務医というのは８％し

かふえていないということで、ここが急性期病

院を中心として高齢者の急な対応なんかを支え

ていく部分になってくるので。数字としてはふ

え続けるんですけれども、やはり現場で働く若

手の先生方を確保するための努力を引き続き続

けていただきたいなと、ここで改めて確認した

いので申し上げました。

一つそれに関連して、今度、地域医療支援機

構という機構が立ち上がって、それは医学部を

卒業した先生方を地域の公立病院等へ派遣する

計画だと報告を受けていますけれども。研修医

が来年からふえてきて、２～３年後には大病院

を初めとして医局の負担も軽減してくると思う

んですけれども、やはり日南市立中部病院とか

各地の公立病院の状況を見ても、結構、今すぐ

困っている病院はあるわけで、地域医療支援機

構が本格的に機能してそういった公立病院に派

遣できるようになるというのは、大体何年度ぐ

らいを目安に見込まれているんでしょうか。

今回の調査で、今、清山○緒方医療薬務課長

委員から御指摘があったように、本県の医師の

状況として若手医師が少ないということ、女性

医師がふえてきているという状況、そういうよ

うなものにきちっと対応していく必要があると

考えております。そのために地域医療支援機構

というもので、大学、医師会、そして市町村も

含めた、県一体となった取り組みをやっていこ

うという形で取り組んでいるところでございま

す。今の取り組みとして、例えば医師修学資金

を借りた方が66名いらっしゃいますけれども、

この方々が出ていくのはあと２～３年かかると

いう感じがあります。来年度もいらっしゃるこ

とはいらっしゃるんですが、まだ１人とか２人

とかそういうような状況がございますので、も

う少しかかるんですけれども。もう一つ問題な

のは、地域偏在もありますので、この地域偏在

をどう解決していくかという問題もあわせて考

えますと、この支援機構で、大学と一緒になっ

て、医局と一緒になって、そういうところに派

遣できる体制をつくっていく必要があるという

ふうに認識しているところでございます。

ちょっと関連して追加で、３年○清山委員

目、４年目から現場に立てると考えると、平

成26年ぐらいなのかなと想像するんですけれど

も、そうしたとき、今、宮崎県が自治医大卒業

のドクターを派遣している地域の公立病院が県

内に幾つかあると思うんですが、それ以外の公

立病院にも手を広げて、例えば、仮に小林でも

日南でもそういった市立病院等にも派遣の手を

広げて地域医療支援機構は支援していくという
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考えでよろしいんでしょうか。

自治医大卒医は基本的に○緒方医療薬務課長

は、数が限られているものですから、どうして

も僻地病院中心になってしまうわけですけれど

も、それ以外の、僻地でない小林とか日南中部

とかそういうような病院がございます。そうい

うところにつきましては、自治医大でカバーで

きない部分については、医局との調整もあるわ

けですけれども、機構のドクターを将来的には

派遣ができるような体制になればいいなという

ふうに思っているところでございます。

ありがとうございます。○清山委員

最後に、高齢者保健福祉計画の案で１つだけ

質問があるんですけれども、先ほど課長からい

ろいろデータのところ 40ページと43ページ―

を見ておいてくださいということでお話が―

ありましたけれども、居宅サービスの必要量の

見込み、そして施設・居住系サービスの入所定

員総数の見込みと書いてございます。幾つかこ

ういうデータがあるんですけれども、居宅サー

ビス、地域密着型サービス、介護予防サービス

のそれぞれは、必要量が数字として見込みが書

かれているんですけれども、43ページの施設・

居住系サービスのみ、必要量ではなくて入所定

員総数の見込みというふうになっているんです

が、ここだけ必要数が書かれていないというの

はどういった考えでそうなっているんでしょう

か。

御指摘のとおり、施設・○大野長寿介護課長

居住系サービスのところだけ定員総数の見込み

と。実際にはニーズを積み上げていくという部

分はあるんですが、実はこの部分だけ法律によ

る総量規制というのがかかっておりまして、例

えばこの計画にある以上に申請等が出てきた場

合には、拒否することができると。ほかのとこ

ろは全部、申請があって、要件に合致すれば自

動的に指定するという形になるんですが、これ

だけは定員総数でやりますという形になってお

りまして、その分の差ということでございま

す。

これもこの間話題にさせてもらっ○清山委員

たところで、総量で賄えない部分を有料老人ホ

ームが近年すごい勢いで賄っている状況だと思

います。総量規制というのが国の決まりの中で

あると思うんですけれども、施設・居住系サー

ビスの必要数、ニーズというのがどれぐらいか

わからないものですから、その中で公の３施

設、そうしたところがどれぐらい担っていくべ

きなのか、そして足りない部分はどれだけの部

分を有料老人ホームが担っているのかという全

体像が見えにくいので、何かしら施設・居住系

サービスの必要量、ニーズというのも僕はデー

タとして欲しいなと思うんですが、計画の中で

はそうしたところまでは盛り込むことができな

いんですか。

御指摘の部分につきまし○大野長寿介護課長

ては、一応市町村のほうでニーズ調査というの

をやりました結果、これだけ必要だろうという

ことで掲げた分でございますので、基本的には

これが必要だと、ニーズに合致しているんだと

いう御理解でよろしいかと思います。介護老人

福祉施設、これは特別養護老人ホームでござい

ますが、介護保険制度ができたときに、基本的

には１割の負担で入れるようにしましょうと、

どこでも入れるようにしましょうということで

選択制ということが出てきたんです。その関係

で有料老人ホーム等が出てきまして、自分で気

に入ったところを選ぶんだよという制度に改め

られたと。では、従来の特別養護老人ホームは

何なのかということでございますが、これは老
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人福祉施設でございますので、従来からの福

祉、要するに社会的弱者対策を担うんだという

施設でございますので、この部分についてだけ

は低所得者に対する対策というのがございま

す。補足給付と言っておりますが、低所得者が

有料老人ホームには入れんでもここには入れる

という仕組みになっております。市町村のほう

では、そういった低所得者の状況も見ながら、

特別養護老人ホームはこれだけ必要だというこ

とで、それを積み上げた結果がこの表だという

ぐあいにお考えいただけたらと思います。以上

でございます。

つまり、ニーズの定義が異なると○清山委員

いうような理解でいいですか。

個別にニーズ調査を行い○大野長寿介護課長

まして、この人については居宅で対応できる、

施設でないと無理というような仕分けをしてい

くわけでございますけれども、特別養護老人ホ

ームであれば、要介護度は高くて自宅では無理

だけれども、その中で低所得者については介護

老人福祉施設（特別養護老人ホーム）で受け入

れねばならんということで、そういった分がこ

こに上がってくるということでございます。

そうなると、それ以外の今、激増○清山委員

している有料老人ホーム等の利用者のニーズと

いうのは、ここに反映されることにはならない

んですよね。

いわゆる施設の区分とし○大野長寿介護課長

てはそういうことでございますけれども、有料

老人ホームにつきましては増があるだろうと。

介護保険法上の扱いは居宅扱いになりますの

で、そちらの増の分を見込んだ数字が、40ペー

ジの居宅サービスの必要量の見込みというとこ

ろで反映されておると。例えば40ページの上か

ら２番目を見ていただきますと、訪問介護、あ

るいは有料老人ホームの近くにデイサービスセ

ンターがあるという形のところも多うございま

して、そういった場合には通所介護、デイサー

ビス 有料老人ホームに入ってそういうサー―

ビスを受けるという人の見込みをこちらのほう

で計上しておるということでございます。

臨床研修医の推移ということでお○徳重委員

尋ねしてみたいと思いますが、今まで臨床研修

医は少なかったわけですが、24年ということに

なりますと倍増ということですね。これは本人

の意思が一番大事なことかと思いますが、どう

いう努力をされたのか、経緯をちょっとお知ら

せいただくとありがたいと思います。

今回増加をした理由とい○緒方医療薬務課長

たしましては、詳細分析をやる必要があると

思っているところでございますが、１つは、宮

崎大学のほうで各診療科の先生方が勧誘を一生

懸命していただいたということがございます。

もう１つ、宮崎大学の本県出身者が、昨年まで

が10名程度ということで非常に少なかったんで

すけれども、今年度の６年生が30人強いらっ

しゃるということで、宮崎大学の本県出身者が

ふえたということも一つの要因であろうと思い

ます。

あと、本県としましては、大学、基幹病院と

一緒になって県外でのレジナビとかＰＲとか、

あるいは知事のメッセージを医学生に発すると

か、そういう取り組みをやってきたところでご

ざいます。ただ、県外でのレジナビフェア等

は、それに参加しているのが４年生、５年生が

中心なものですから、それが功を奏したという

ところまでは言えないかなというふうに思って

おります。ただ、これを続けていくことが、本

県のプログラム等を全国に発信するということ

がやっぱり必要になってくる。そして、魅力を
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高めていくことが今後とも必要になってくると

いうことで、また協力をしながらそういうよう

な情報発信をしていきたいと思っているところ

でございます。

大変な努力をしていただいた結果○徳重委員

であろうかと思うんですが、やはりこれが継続

されないと、一過性のものというか、ことしは

多かったけど、次がだめだったと。その後も

ずっと下降線をたどっていくようなことであっ

ては、かえってマイナス面の報道しかされない

というか、そういうことでございますので、ぜ

ひひとつ継続していただくということで、そう

いうデータを出していただいて、我々にも教え

ていただくとありがたいと思います。

宮崎大学の卒後研修の中○緒方医療薬務課長

心となっていただいている教授、助教の方とい

ろいろお話をするんですけれども、これをどう

やって継続していくのかというのが今後の課題

ということで。学年によっていろいろと機運が

違うらしくて、宮崎に残ろうとか、出ていこう

とか、そういうので波がやっぱりあるらしく

て、それをどうやって引き続き残していくかと

いうのは、宮崎県の医療提供体制がこう変わっ

ていくんだというのをＰＲするとか。それと臨

床研修が終わった後の後期研修に残ってもらう

というのも非常に重要な課題でありまして、い

ろんな形で宮崎県の体制整備が図られているん

だ、魅力アップされているんだというのを伝え

ていく必要があるのではないかということで、

今話をしているところでございます。

後期の研修もぜひ残っていただき○徳重委員

たいし、さらには定着していただきたいという

願望がお互いにあるわけです。県が目標を持っ

て、最低これぐらいは残ってほしいと。あるい

は県内に定着してほしい、就職してほしいとい

う目標は掲げていらっしゃるんですか。

臨床研修医の募集定員○緒方医療薬務課長

が、今、本県では86という数字を目標にしてい

るんですけれども、基本的には100％マッチとい

うのはなかなかないんですけれども、それを目

標にしてみんなで頑張ろうというような取り組

みをしております。後期研修は、宮崎大学の場

合は８割ぐらいが残ってくれているという状況

でありますので、引き続きそれ以上が後期研修

に残っていただく、そして定着していただくと

いう取り組み その具体的な数字は今持って―

おりませんけれども、少なくとも現状以上は

やっていきたいというふうに関係者で話をして

いるところでございます。

ちょっと気になったんですが、日○徳重委員

南病院はいらっしゃらないんですが。例えば古

賀総合病院 我々も視察に行かせていただい―

たんですが、あれだけ大きな病院で施設も完備

されているような、ここが今、全く研修医がい

らっしゃらないということ。それと宮崎生協病

院というところが、私はよく知らないんですけ

ど、今回も３人、去年も２人という形ですが、

これはどういう分析をされているんですか。

今回、延岡病院は１人出○緒方医療薬務課長

たんですけど、古賀総合病院とか日南病院が研

修医が続いていないという課題がございます。

これについてそれぞれの病院といろいろとお話

をしているんですけれども。これがまずいから

集まらないんじゃないかというのははっきりわ

からないんですけれども、１つは、募集の数が

少ないと、１人で入っていくというのは臨床研

修医の方もちょっと不安があるということで、

２人とか３人、仲間が欲しいというのもある

と。今までこういう形で上がいらっしゃらない

ものですから、研修医は上から教えてもらうと
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か、近い方がいらっしゃるほうが入りやすいと

いうことがありますので、そこ辺も若干影響し

ているのかなと思っているところでございま

す。

今回はこんなにたくさん来てくれ○井本委員

るようになって、本当にすごいなと喜んでいま

すけれども、今言われるように、これを継続し

て定着させていくというのが一番大切なことで

ありますね。後期の方もほとんど残ってもらう

という話もしておりましたけれども、我々が沖

縄の県立中部病院に行ったとき、あそこの屋根

がわら方式というのを見たときに、なるほど、

こういうシステムをきちんと開発しているか

ら、気分任せとかＰＲ次第とかそんなのじゃな

くて、必ず積んでいくというか、はっきりシス

テム化しているというか あの辺にいいヒン―

トが私はあるんじゃないかと思うんです。ぴ

しっとシステム化みたいなものを構築していか

にゃいかんという気がするんですが、その辺の

考えはあるんですか。

委員が言われるとおり、○緒方医療薬務課長

屋根がわら方式というやり方は、研修医にとっ

ても非常に安心感がありますし、勉強になると

いうことで、そういうような方向を目指す必要

があると思っています。いかんせん今まで研修

医が少なかったものですから、そういう体制が

なかなかとれなかったわけですけれども、今回

この69名の方がもし入っていただければ、そう

いう形での体制づくりを、県は具体的にはでき

ませんので、関係者と十分連携しながら研修の

魅力アップというのを図っていく必要があると

いうふうに思います。

よろしくお願いします。○井本委員

では、続けて。10万人当たりの医師数が、22

位でずっと来たのが24位になったのは、何か理

由があるんですか。

１つは、全国の医師数を○緒方医療薬務課長

ふやしているということと、本県の場合、若い

ドクターが減ってきているんです。若いドクタ

ーを今まで宮崎県は引きとめられなかったとい

うのが、今回下がっている原因かなというふう

に思っているところでございます。

それも今度、臨床研修制度がうま○井本委員

いぐあいにいけば解消できる可能性はあるとい

うことでありますね。

次回の調査が24年の12月○緒方医療薬務課長

になります。そういう意味では、69名がもし

残っていただければ、来ていただけるというこ

とであれば、若いドクターがふえるということ

になりますので、若干の解消はできると思いま

すが、先ほどから言われているように、それが

定着できるかどうかというのが大きな課題かな

というふうに思います。

この前、千葉のほうに視察に行っ○井本委員

たときに、あおぞら診療所は、病院に医療機器

を何も置いていないんだね。ただ出張というか

何というんですか、訪問してやる医者でした

が。この前、延岡にはそんな人がおると言って

いたから、今、宮崎県内にもそんなのはふえて

いるのかなと思って。把握はしていないです

か。

具体的に訪問だけをやっ○緒方医療薬務課長

ているドクターがどのくらいいらっしゃるか、

把握はできていませんけれども。今後、在宅医

療とかそういうのをどうやっていくのかという

ことで、都会の場合では、中学校区範囲内にあ

る程度の患者さんがいるということでやりやす

いんですけど、本県の場合、面積が広い場合、

どういう形でやれるのかという課題もありま

す。今後、在宅訪問的な形をどうやっていくの



- 14 -

かというのを、医師会のほうとも連携しなが

ら、来年度に向けて検討していくということで

やっていきたいというふうに思っているところ

でございます。

あのとき、お医者さんに、「報酬○井本委員

のほうは、前の勤務医のときからするとどうね

」と言ったら、「いや、それはもうけた違いに

よくなりました」と言っていたから、結構そう

いうあれでよくなるのかなと思うものだから。

それでよくなれば、自宅で医療を受けたいお年

寄りはたくさんおるでしょうから、あの傾向も

見ておかなきゃいかんのかなと思ったものです

から、ちょっと聞いたんです。

それと、今さっき清山さんが言った はっ―

きり言って私は議論がちょっとわからんかった

んですけど、有料老人ホームで引き受けている

老人と、公的な特養とかで引き受けている老人

の比率はどのくらいのものなんですか。

済みません、ちょっとお○大野長寿介護課長

待ちください。データを探しますので。

大変お待たせいたしました。申しわけござい

ません。データ的にはちょっと見当たらないん

ですが、まず、介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム）が4,894床でございます。それと、有

料老人ホームが23年度で4,504床ですから、まだ

特別養護老人ホームのほうが多いということに

なります。

金銭的な負担はどちらのほうが多○井本委員

いんですか。

金銭的負担でございます○大野長寿介護課長

か。それはケース・バイ・ケースでございまし

て、特養の場合は定額、月額で決められており

まして。

そんなことを聞いているんじゃな○井本委員

くて、こちら側が出す全体のお金はどっちがど

のくらいどう違うかという話です。

金額的には手元に今ない○大野長寿介護課長

んですけれども、やはり特養のほうが金額的に

は多いというぐあいに思います。

どのくらい多いかはわからんで○井本委員

しょう。それは出してもらわにゃいかんね。私

が言いたいのは、要するに、有料老人ホームが

ふえたほうが医療費としてはよしというか、国

や県の負担としては少なくて済むんじゃないの

かという気がするんだけど、そうじゃないの。

出す側としてはそういう○大野長寿介護課長

ことに一般的にはなろうかと。介護保険として

財政的に出す側としてはですね。ただ、個人の

場合はどうなるかと。自宅におられる場合は家

代はかからないわけです。有料老人ホームに入

りますと部屋代等がかかってまいります。有料

老人ホームは値段設定がいろいろあるものです

から、生活保護の人が入っている有料老人ホー

ムというのもございますので、選び方次第だと

思いますが、一般的に考えれば、自宅を離れて

有料老人ホームに入られるわけですから、その

分の負担増が出てまいります。

関連して臨床研修医の関係ですけ○太田委員

れども、24年度が非常にふえたということで、

私たちはよかったなと思って、説明されるとき

にも少し抑揚感を持って説明されるのかなと

思ったんだけど、意外と将来の課題も含めて冷

静にとらえておるから、そういう態度でいか

にゃいかんのかなと思いますが、本当によかっ

たなと思っているんです。頑張っていただきた

いということでもあるんですが、先ほど説明の

中で、宮崎県の研修医の受け入れ目標を86とい

うふうに説明されましたけれども、この86とい

うのは、国の基準というかそういうものなのか

どうか。86の根拠をもう一回説明してくださ
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い。

国が本県に提供してくれ○緒方医療薬務課長

ている数字は、100人ぐらいオーケーですよとい

う数字はあるんですけれども、例えば、今、宮

崎大学の定員としては56名を希望されています

けれども、研修をする教授陣とかそういう受け

入れ体制から、56人が一番適正な数字じゃない

かということで、それぞれの基幹病院で希望さ

れた数字を積み上げた数字が86ということでご

ざいます。

わかりました。それと、研修医の○太田委員

受け入れがゼロで、それが継続で続いていると

ころもあるんですが、以前、どこかの病院で研

修の受け入れの指定を取り消されるような動き

もあったんですが、ゼロが続くことによって将

来取り消しとかそういった影響は出てくるんで

すか。

臨床研修医を受け入れら○緒方医療薬務課長

れる基幹病院の基準として、受け入れの実績が

ないということになりますと、それは指定の取

り消しの対象になりますよという国の内規があ

ります。ただ、それにつきましては、県がある

程度必要だということで定数を割り当てるとい

うことをすれば、今のところはそれで直ちに取

り消しをすることはないというふうになってお

ります。

最後になりますけど、15ページの○太田委員

子ども手当の関係で、説明があったかもしれま

せんが、地方増収分の取り扱いについて十屋委

員も質問されましたけど、年少扶養控除の廃

止、特定扶養控除の縮減ということで書いてあ

りますが、このことを行うことによって国も税

収が上がるし、地方税も関連して税収増につな

がるというふうに理解していたんですが。ここ

で議論されているのは 国も増収になるわけ―

ですね、地方も増収になるんですが、地方増収

分の充当先という意味は、どんなところを議論

されているのかなと思って、それをお聞きかせ

ください。

15ページをごらんに○橋本福祉保健部次長

なっての御質問ですが、今、税制改正で年少扶

養控除の廃止で地方増収がある。おっしゃるよ

うに国税も増収があります。国税の部分は一般

財源としてふえますので、その分について概念

―としては子ども手当に充てるという説明も

国税については、そもそも子ども手当との関係

でこの控除の廃止というのを行っているという

関係にございます。一方で、地方税につきまし

ては、制度上、国税との整合性を持たせるため

に控除の廃止というのを行ったわけです。です

から、当時の子ども手当に充てるための税制改

正ではないんですが、結果としてマクロで5,050

億の増収が発生すると。

こうした場合、これは相当な議論があったわ

けですけれども、増収分は子どものための手当

の地方負担に全部使うべきだという議論から、

いろいろ幅がありまして、１対１と厚労省が

言っていたのは全部使うべきだという主張だっ

たわけですが、地方にとって全く自由度がない

施策に使うのはいかがかということで議論にな

りまして、先ほど課長から御説明ありましたよ

うに、最終的に国・地方、２対１ということで

恒久化すると。

そうしたときに、もう一つは、子どものため

の手当2,440億使うとしたとき、その残りをどう

するかといったときに、この分について、その

分、交付税を減らすのではなくて、例えばもと

もと補助金であったものを一般財源化するとい

うような、地方の自由度が増す形で使いましょ

うという整理が議論されたという経過でござい
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ます。

この地方増収分というのは、本当○太田委員

に地方の増収分ということなんですね。そうい

う経過があって、ある程度硬直的に使わざるを

得ないところもあるけれども、自由度の高いも

のにも回せるというような、それの力関係だっ

たんでしょうかね。わかりました。

高齢者保健福祉計画についてお聞○十屋委員

きしたいんですけど、介護保険対象の中で、34

ページの訪問入浴介護、37ページのショートス

テイ、38ページの福祉用具貸与なんですが。ま

ず、訪問入浴介護では、ここに現況と書いてあ

りまして、利用実績も事業者数も、21年からす

ると23年10月では減ってきているんです。これ

は先ほど言ったショートステイの分。福祉用具

貸与は、事業者は減っているけど、利用実績と

しては上がってきているので、特別不都合はな

いのかなと思うんですけど、入浴介護とかショ

ートステイに関しては、先ほど課長が言われた

―ように在宅のほうに誘導しようという国の

日経新聞にきょう載っていましたけど その―

辺のあたりとの絡みでくると、先ほど課長が言

われた若干の見直しといいますか、ずれといい

ますか、それが出てくる部分なのかなと思った

りもするんですが、このあたりは、施設が減っ

た理由と今回国がやろうとしているところの整

合性がとれてくるのかどうか。

いずれも居宅サービスで○大野長寿介護課長

ございますので、国の施策というのは、施設か

ら在宅へあるいは地域へという施策でございま

すので、居宅サービスの総量というのはふやし

ていかにゃならんと。ただ、その中におきまし

て、ニーズの多いあるいは少ないというのがご

ざいまして、おっしゃいますとおり、訪問入浴

介護というのは、当初こそ人気があったんです

が、だんだん人気がなくなってきたと申します

か、周りの目を気にされるんですね。自宅にバ

スが来てその中で入浴させるという形を嫌われ

る方が非常に多くなりまして、むしろ通所介

護、いわゆるデイサービスセンター、あちらの

ほうに行って皆さんとわいわいやる。わいわい

やるというのは機能回復訓練なんですけれど

も、それをやりながら行って自宅のほうに帰っ

てくるというのを好まれるケースが多くなって

まいりまして、その関係で訪問入浴介護は今後

そんなに伸びないだろうと。逆に通所介護、こ

ちらは伸びるだろうということで計画に入れて

ございます。

ということは、今後とすると、○十屋委員

ショートステイも課長の言われる今の考え方で

いいんですか。

基本的にはそういったニ○大野長寿介護課長

ーズがどれぐらいあるかということを調査した

上での数値でございますので、そういうことで

よろしいかと思います。ショートステイは…

…。

ショートステイの療養介護のほう○十屋委員

かな。

短期入所療養介護は、22○大野長寿介護課長

年度末の数値と比べますと約５割増、1.5倍にふ

やす計画になっております。

それで、数字的にここに書いてい○十屋委員

ただいているのが、施設の数が 2 1年４月

が99、23年10月が87となっているので、ふえる

という話になってくると、この数字がおかしく

ならないのかなと思って。実績値も減ってきて

いますので。

失礼いたしました。ショ○大野長寿介護課長

ートステイは２つあるわけでございますが、ク

の短期入所生活介護、これは介護の部分です。
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ケの短期入所療養介護というのはリハビリの部

分でございます。生活介護のほうのショートス

テイについては事業所もふえますし、今後とも

伸びていく見込みでございます。リハビリのほ

うのショートステイ、療養介護のほうでござい

ますが、確かにおっしゃるとおり、事業所数が

少なくなっておりまして、県全体での利用実績

も少なくなっております。ただ、今後、在宅者

で医療が必要な方はふえてくると考えられます

ので、今回の計画では、短期入所療養介護は逆

転してふえていくだろうというぐあいに計画さ

れているところでございます。

在宅の方が短期入所してリハビリ○十屋委員

をするのはふえてくるだろうということです

ね。ここに書いてあるのは、現状がこうだとい

うことで書かれているので、基本的に計画とし

ては、これからふえていくほうに多少修正な

り、方向転換というのはおかしいんですけど、

そこをちょっと見ておかなきゃいけないという

ふうに理解すればいいんでしょうか。

おっしゃるとおりでござ○大野長寿介護課長

いまして、現状としてはマイナス傾向になって

おるわけでございますが、在宅で医療と療養を

必要とされる方は今後ふえてくるだろうという

ことで、増加のほうで計画させていただいてお

ります。

先ほど井本委員が言われた訪問医○十屋委員

療の関係も含めて、国としてはそちらのほうで

進めていこうというのが大枠な話だと思うんで

すけど、そうしたときに、この福祉計画の中

で、きょうの日経にあったような在宅へシフト

させていこうという国の流れとこれが 課長―

が最初に説明されたところで、少しずれが出て

くるかもしれないというあたりは、まだ今から

これを精査していって、国の方向性等精査して

見直しも少しはあるということですか。

説明しましたように、施○大野長寿介護課長

策の方向としては施設から在宅、地域へという

のは変わりませんので、それを踏まえて計画は

させていただいております。ただ、介護報酬の

関係と介護財政、市町村の負担する分、その関

係がございまして、次期計画中にやるのか、そ

の後にやるのかという調整等もございますの

で、そういった意味で数値は動いてくるだろう

というのが１つ。

それと、新型サービスというのは２つござい

ます。24時間対応型と複合サービス。これにつ

いては介護報酬が決まっていなかったものです

から、制度自体は昨年の６月に法改正で出てき

たんですけれども、運用基準がわからない、介

護報酬がわからないということで、実質的に検

討する民間事業所がなかったという事情がござ

いまして、出てきたら当然支援しましょうと。

計画上はゼロということで挙げておったんです

が、場合によっては、手を挙げるところがあれ

ばそれも織り込まれると。ただ、可能性として

はちょっと薄いんじゃなかろうかと。

例えば24時間対応を考えますと、今、訪問介

護事業所がございますが、大多数の事業所が夜

間対応をやっておるんです。夜間対応をやって

おるんだけれども、実質は利用が余りないとい

うのが実態でございまして、これも先ほど言い

ましたように、夜、人が家に入ってくるのを嫌

うというところがございまして、緊急時という

ことになれば連絡してということもあろうかと

思いますが、そういった関係で余り利用が多く

ないものですから、24時間対応型の新型サービ

スに取り組んでも採算がとれないと判断される

事業所が多いんじゃなかろうかというぐあいに

考えております。そういった関係で大きなとこ
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ろは変わりませんけれども、微調整ということ

で出てくる可能性はあるということでございま

す。

国がやろうとしている政策の中○十屋委員

で、きょうの新聞の大きな中身は、24時間対応

でいろいろできますよ、だから在宅にという流

れだと思うんですが、今の課長の説明だと、現

場としては、実際我々が寝ているときに人に

入ってこられるというのは、かぎをあけておか

なきゃいかん不安もあるだろうし、もろもろを

考えたときにはそれが伸び悩むと。そういうこ

とであれば、国の政策としては、現場と合わな

いということになってくると非常に悩ましくな

りますね。

全国的に、都市部ではど○大野長寿介護課長

うかわかりませんけれども、特に宮崎県の場合

は中山間地を抱えておるものですから、そう

いった方々は、ほかの人が入るというのを非常

に嫌うという面はございます。全体的に見た場

合にはそういう需要もあるのかなというぐあい

に思います。

ほかにありませんか。○黒木委員長

時間があるようですから簡単に。○井本委員

地域医療支援機構ですか、私の認識が不足して

いるのか、あれは突然出てきたような気がした

けど、随分前から準備しておったんですか。

地域医療支援機構は、国○緒方医療薬務課長

の補助制度を使っておりますけれども、国では

地域医療支援センターというのをつくるという

のがありまして、本県の場合には、どこかにセ

ンターを置いてというのはなかなか難しい。大

学が中心となるということになりますので、大

学と県と医師会が一緒になって機構組織でやり

ましょうというような方向性で、今年度国に手

を挙げまして センターは全国で15カ所指定―

だったものですから、ぜひ本県はやりたいとい

うことで手を挙げて、採択を受けて今年度から

始めているということでございます。

ある程度唐突ではあったわけです○井本委員

か。

従前から、医師の配置調○緒方医療薬務課長

整とか医師のキャリア形成をどうやっていくか

という必要性というのは感じていたんですけれ

ども、それをやっていく組織的なものは、それ

ぞれの関係機関で意見交換をするような形だけ

でしたので、なかなか実現性がなかったという

ことでございます。そういう中で国が地域医療

支援センターという構想を上げてくれましたの

で、それでマッチしてことしから始められたと

いうことでございます。

あれを最初見たときは、これは大○井本委員

丈夫かなと。宮大なんかに頼っていたらだんだ

んじり貧になるんじゃないのかな。それよりも

もっとほかの大学に、全国のいろんな大学に手

を広げてそこから医者を呼び込む。方向性は

どっちかというと大概内向き 内向きと言っ―

たらいかんけど、自分のところの大学を中心と

してやっていく。今までずっとそれでやってき

たんだけど、そればかりに頼っていたらじり貧

になるんじゃないのかな。だから、外に向け

て、ほかの大学に向けて取り組んでいかにゃい

かん。そういうことを考えにゃいかんのじゃな

いかなと思っていたら、宮大中心になっている

わけでしょう、メンバーが。私はちょっと心配

したけど、今度は臨床研修医の数がたくさんそ

ろったから、ちょっと杞憂だったかなと今思っ

ているんだけれども。ただ、考え方として、内

向きの組織じゃなくて外向きに行くような発想

もしておかんといかんのじゃないのかなという

気がしたもんだから、その辺はどうだったんで
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すか。

委員がおっしゃるとおり○緒方医療薬務課長

でございまして、本県の場合、医学生が90人ぐ

らい毎年出ておりますけれども、６割は県外に

出ています。その県外に出た方々に宮崎に帰っ

てきてもらうということが必要であると思って

おります。それと、臨床研修医も、宮崎大学だ

けではなくて、県外の方が帰ってきて新しい血

を入れるとか、そういうことも必要なんですよ

ねと、大学の卒後臨床研修の先生方はおっ

しゃっています。そういう意味で、県外から呼

び込むということも重要な課題だと思っており

ます。ただ、県外からもうできたドクターを連

れてくるというのも一つの手ではありますけれ

ども、それはなかなか厳しい状況がありまし

て、私どもとしましては、宮崎県はドクターを

育てる県だというような形で全国には発信し

て、宮崎県にぜひ来てくださいという形での取

り組みをしていきたいというふうに思っている

ところでございます。

そのほか何かありませんか。○黒木委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもって福祉保○黒木委員長

健部を終了いたします。執行部の皆様には御苦

労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時26分休憩

午前11時27分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

そのほか、皆様のほうから何かありませんで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前の委員会のときに、県立病院○黒木委員長

の病院長との意見交換会をという話がありまし

て、何とかできたらということで話をしており

ましたが、今回の常任委員会、特別委員会の中

でと考えておったんですけれども、ほかの行事

が重なっておりまして、今回はできませんでし

たが、２月の定例会が24日で、それ前に何とか

日程を組むということにして実施するというこ

とでよろしいでしょうか。

暫時休憩します。

午前11時27分休憩

午前11時39分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

意見交換会については、予定どおり実施する

ということにしたいと思います。方法について

はまた検討して御相談を申し上げたいと思いま

す。

ほかに皆さんから何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もないようですので、以上で○黒木委員長

委員会を終了いたします。

午前11時39分閉会




